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研究成果の概要（和文）：　本研究の目的は、生活困窮対策を利用・申請する人々のスティグマとそれに対する
抵抗の実態を明らかにすることである。
　研究成果は、主に3つである。第1に、生活困窮者支援法を利用する人々には、あまりスティグマはみられない
ものの、“生活保護”に対して抵抗を示していた点を明らかにすることができた。第2に、生活保護法を利用す
る人々は、自らの境遇に対してスティグマを感受・内面化しており、また他者や地域のまなざしを気にしている
点が明らかにした。最後に、“生活保護という制度・システム”が生活困窮者自立支援法や生活保護法を利用す
る人々（当事者）の情動やふるまいに影響を与えている点を明確にすることができた。

研究成果の概要（英文）：     The study aims to elucidate the reality of stigma and resistance among 
users of support for poor and needy.
     There are three main research achievements. First, users of the “Self-reliance Support system 
for Needy Persons” showed low stigma, but they were resistant to “public assistance”. Second, the
 users of " public assistance" were sensitive to and internalized the stigma of their circumstances,
 and they were also concerned about the gaze of others and the community. Finally, “system of 
public assistance” is found to have an impact on the emotions and behavior of the users of the “
Self-reliance Support system for Needy Persons” and “public assistance”.

研究分野： 社会福祉学
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研究成果の学術的意義や社会的意義
　学術的意義は、生活困窮対策において、“生活保護という制度・システム”が制度利用・申請する人々にステ
ィグマを生じさせ、援助者や他者に対する抵抗としてあらわれていたことを示唆できた点である。
　社会的意義は、生活困窮対策におけるスティグマの問題を社会的に浮き彫りにした点である。そして“生活保
護という制度・システム”がどのようにスティグマと抵抗を生じさせていたかをつまびらかにした点である。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
 
研究開始当初の背景としては、生活困窮者自立支援法（以下、支援法）は施行以来、約 2 年間

で約 45 万人の新規相談者がおり、そのなかで約 12 万人が支援プランによる継続的な利用に至
っていた（厚生労働省 2017）。そして生活保護受給者は、稼働年齢層を含む「その他世帯」の割
合が高まっていた。また支援法では、生活困窮者の複合化されたニーズがあらためて明らかにな
ると同時に、制度利用に至らない層の存在が指摘されている（厚生労働省 2017）。 
一方で 2013 年の改正生活保護は申請手続きや扶養義務照会等の厳格化の影響から制度利用

に至らない人々が生じると考える。これらのことから生活困窮者支援を考える際、生活困窮者す
る人々のニーズの複合化問題や生活保護受給者の質的変化、制度利用に至らない人々がいる点
を踏まえ考える必要がある。 
このような背景には、制度を利用・申請する人々のスティグマとそれに対する抵抗がある。制

度利用・申請する人々は、スティグマを避けるために援助者に対して抵抗を示す場合がある
（Luna 2009）。つまり生活困窮対策にはスティグマが出現し、そのスティグマに対して制度利
用・申請する人々が抵抗を示しており制度利用に至らないというアクセシビリティの問題が生
じている。この点を解明できなければ、制度を利用・申請する人々にみられるスティグマや抵抗、
アクセシビリティ等の問題は解決できない。ともすれば本来的な制度のねらいは果たされず、制
度利用をできない層が増加し、貧困や生活困窮が拡大し、貧困の再生産の歯止めを失うことにな
る。 
 
２．研究の目的 
 
本研究の目的は、生活保護法・生活困窮者自立支援法を利用・申請する人々のスティグマとそ

れに対する抵抗の実態を明らかにすることである。それによって人々のスティグマと抵抗が制
度にどのような影響を及ぼしているかを解明することである。本研究では、生活保護法や生活困
窮者自立支援法におけるスティグマと抵抗について総合的・統合的に明らかにすることで一体
的な把握を試みる。 
 
３．研究の方法 
 
 本研究の方法としては、研究協力者に対して半構造化面接によるインタビュー調査を実施し
た。インタビュー調査後、研究協力者の語りをテープ起こしし、その後、質的分析をおこなった。 
 
 （1）生活困窮者自立支援法を利用する人々を対象とした実態調査について 
本調査の対象は、生活困窮者自立支援法を利用する人々である。研究協力者として 4名の協力

を得ることができた。なお研究協力者のうち、1名は生活保護を利用した経験があり、もう 1名
はインタビュー調査時点で生活保護申請中のことであった。 
インタビュー調査の主な内容は、1）生活困窮者対策（生活困窮者自立支援法、または生活保

護等）に対するスティグマの感受・経験、2）スティグマを感受・経験した背景・原因、3）制度
利用・申請時に抵抗を示した経験、4）抵抗を示した背景・原因等である。 
 
 （2）生活保護法を利用する人々を対象としたインタビュー調査について 
 本調査の対象は、生活保護法を利用する人々である。研究協力者は、COVID-19 の影響もあっ
たが、5名の協力を得ることができた。 
インタビュー調査の主な内容は、1）生活保護に対するスティグマの経験・語り、2）スティグ

マを感受した出来事、3）制度利用・申請時の抵抗の経験、背景、出来事等であった。 
 
（3）Covid-19 の蔓延と感染症対策下における追加（代替）の調査研究 

 2020～2023 年の COVID-19 の蔓延と感染症対策のため、上記の（1）と（2）の調査実施の度重
なる延期ならびに縮小、一部、研究協力予定者の協力取りやめ等があった。そのため感染症対策
下であったものの、この間に生活保護の援助者（ケースワーカー）を対象にした「生活保護を利
用する人々にみられる抵抗とスティグマに関する実態調査」と、生活困窮自立支援法の自立相談
支援機関の援助者に対して「生活困窮支援を利用する人々にみられる抵抗とスティグマに関す
る実態調査」を実施した。周知のとおり感染症対策下のなかであったため、感染状況を見極めつ
つ、感染対策を万全にしておこなった。 
 
 本研究の倫理的配慮としては、研究協力者が不利益を被ることがないように調査研究趣旨、研
究協力同意書、守秘義務、個人情報の管理、研究データの匿名化、取扱い、資料保存年限等の説
明を説明し、研究協力者の同意のうえで調査研究は実施した。これらを本研究で実施されたすべ



ての調査研究でおこなった。なお、すべての調査研究は、研究代表者が所属する機関の研究倫理
審査の承認を受けおこなった。 
 
４．研究成果 
 
 （1）生活困窮者自立支援におけるスティグマと抵抗 
 支援法を利用する人々にみられるスティグマと抵抗としては、1）支援法の援助関係における
抵抗、2）生活保護に対する抵抗、3）生活保護に対するスティグマの感受、もしくは予見等であ
った。「1）支援法の援助関係における抵抗」では、まず、支援法を利用する人々のなかには、自
らの生活を他者に晒すことによって恥ずかしさを抱き、このことが本人にとって“特異な経験”
となっていた。例えば、本研究の結果では、援助者に「生活（家計）を晒す恥ずかしさ」等とし
てみられた。なお、このような“特異な経験”は、支援法や生活保護のみならず、自らの抱える
疾患や失業、借金等の様々な境遇によってももたらされる。そしてそのような“特異な経験”や
境遇に対して人々（当事者）は、抵抗という戦略をとる。本研究の成果では援助者との援助関係
において「あまり喋らない」や「あるがままに」というようなふるまい等がみられた。そのうえ
で支援法を利用する人々のなかには、生活保護に対する抵抗がみられ、主に 2つの点を示唆する
ことができた。ひとつは、法制度（生活保護）に対する抵抗である。もうひとつは援助者も含め
た他者や地域に対する抵抗であった。 
次に「2）生活保護に対する抵抗」と「3）生活保護に対するスティグマの感受、もしくは予見」

である。これらは支援法を利用する人々には、生活保護に対する恥辱感、嫌悪感、スティグマを
抱いており、生活保護を利用していないにもかかわらず、他者や地域のまなざしを気にしている
場合もみられた。そこでは生活保護と同一視されたくない等、生活保護を利用している者と見做
されたくないという抵抗がみられた。 
これらのことから支援法を利用する人々のなかには、“生活保護という制度・システム”に対

して忌避や抵抗がみられることを明らかにすることができた。 
 
（2）生活保護におけるスティグマと抵抗 
生活保護を利用する人々にみられたスティグマと抵抗としては、1）制度利用における恥辱感・

ひそやかな抵抗、2）他者や地域との好ましくないまなざしの感受、3）自らのなかの内面におけ
るスティグマ等がみられた。「1）制度利用における恥辱感・ひそやかな抵抗」では、生活保護を
利用する本人が他者に身の上を知られる恥辱感や、他者に生活保護であることを知られてしま
うことへの疑念等がみられた。例えば、本研究の結果では医療機関での支払い場面や銀行での口
座開設等の場面でみられた。「2）他者や地域との好ましくないまなざしの感受」では、生活保護
を利用する人 （々当事者）は生活保護バッシングや不正受給報道、世間からのまなざし等を気に
していた。そして他者や地域からそうみられているのではないかと疑心暗鬼になっている点も
みられた。「3）自らのなかの内面におけるスティグマ」は、生活保護を利用していることで生じ
る情動ということができる。そして、先述した「1）」と「2）」とも連関し、自らの内面にスティ
グマを内面化している点を明らかにすることができた。そのうえで、これらは当事者の他者や援
助者（ケースワーカー）、地域等に対するふるまいに影響するといえる。また本研究の結果では、
生活保護の利用する当事者本人が生活保護に至る過程で落層感やスティグマを内面化すること
があることを明らかにすることができた。 
 

 （3）“生活保護という制度・システム”に対するスティグマと抵抗 
 先述してきた「4．研究成果」の「（1）」と「（2）」をみるかぎり、“生活保護という制度・シス
テム”が支援法や生活保護を利用する人 （々当事者）のふるまいに影響を与えていたということ
がいえる。支援法を利用する人々にはあまりスティグマはみられないものの、“生活保護という
制度・システム”に対しては抵抗を示していた。生活保護を利用する人々は、自らの境遇に対し
てスティグマ等を内面化していたり、他者、地域のまなざしを気にかけている状況が明らかとな
った。 
 これらのことから“生活保護という制度・システム”は、制度利用や申請を忌避すべてきもの
となっており、制度利用した場合はスティグマや落層感を自らに内面化していた。そのため“生
活保護という制度・システム”が利用しづらい制度・システムとなっているといえるのである。 
“生活保護という制度・システム”が利用する人々（当事者）やみなされる人々の日常的なふる
まいに好ましくない影響を与えていたということがいえるのである。 
 今後、本研究でみてきたような抵抗やスティグマを払拭するためには、“生活保護という制度・
システム”を当事者・他者・地域等のパーソナルな相互作用の場面と、構造化された社会関係の
文脈から紐解き、スティグマと抵抗を究明する必要があるという重要な知見を得ることができ
た。 
 
 なお、研究成果の「4．研究成果」の「（2）」と「（3）」や COVID-19 蔓延と感染症対策下のため
代替して実施した援助者に対する調査は、現段階において分析・検討中であり、今後、成果や知
見の精選、変更する点も生じる可能性がある。それでも本研究を通じて生活困窮者支援にみられ
る抵抗やスティグマ、重要な知見、一連のデータの収集をすることができた。今後さらに分析・



検討を進め、それら成果を整い次第、学術論文等で公表する。 
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